
歩行者空間の確保の概要図

※歩行者空間を確保する範囲は有効幅員としています。
（「提案要領Ⅱ１（３）周辺への配慮等」において制限から除外されている、開放性を有する3m以下の建築物も、建築することはできません。）
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湾曲部における敷地境界線から有効幅員2mの位置については、座標点3425(Ａ点)及び3426(Ｂ点)から2mの位置(Ａ’、Ｂ’)を結び、湾曲部の敷地境界線と交差するまで伸ばした線上とします。
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※建築基準法第42条第2項に基づく　セットバック後の敷地境界線から　有効幅員2m以上
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※敷地境界線から有効幅員2m以上
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